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新潟市立中央図書館（ほんぽーと）付属駐車場借受者公募要項 

 

１ 募集の趣旨 

新潟市（以下「市」という。）では、新潟市立中央図書館（ほんぽーと）付属駐車場（以

下「貸付物件」という。）について、民間の駐車場運営のノウハウを活用し、より効率的

に運営する目的で、有料時間貸駐車場（コインパーキング）として使用することを条件に、

土地の賃貸借貸付（以下「貸付」という。）を受ける者（以下「借受者」という。）を、公

募型プロポーザル方式により募集します。 

応募される方は、この公募要項をよく読み、内容を十分把握したうえで、ご応募くださ

い。 
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２ 主な募集手続の流れ    

 

公  募  要  項  の  配  布  令和５年１月２７日（金）～ ２月１３日（月） 

参 加 表 明 書 類 の 受 付  令和５年１月２７日（金）～ ２月１３日（月） 

        ↓ 

質 問 の 受 付  令和５年１月２７日（金）～ ２月１３日（月） 

        ↓ 

質 問 の 回 答  令和５年１月２７日（金）～ ２月１６日（木） 

    ↓ 

企 画 提 案 書 類 の 受 付  令和５年１月２７日（金）～ ２月２０日（月） 

 ↓ 

提案内容のプレゼンテーション及びヒアリング審査  令和５年２月下旬予定 

 ↓ 

選定委員会にて借受予定者の決定  令和５年２月下旬予定 

 ↓ 

契 約 の 締 結  令和５年３月上旬予定  

 ↓ 

工 事 協 議  令和５年３月 

 ↓ 

精 算 機 等 の 切 り 替 え  令和５年４月１日（土） 

 ↓ 

駐 車 場 営 業 開 始  精算機等切り替え後 

 

※上記スケジュールは予定であり、変更になる場合があります。 
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３ 貸付物件（対象駐車場） 

（１）施設の概要 

建物名称  新潟市立中央図書館 

所在地  新潟市中央区明石２丁目１番１０号 

建物構造  鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造３階建て 

建設工事  平成１９年１０月 開館 

敷地面積  ９９０３．８１ ㎡ 

建物延床面積  ９１３２．００ ㎡ 

建物用途  １・２階：図書館、３階：貸しホール・研修室 

開館日・開館時間等 

月～土曜日 10：00～20：00 

日曜・祝日 10：00～17：00 

※下記休館日を除く 

休館日 

毎月第１水曜日（図書整理日） 

毎月第２金曜日 

年末及び年始（１２月２９日～１月３日） 

蔵書点検期間（毎年度１０日間以内） 

（２）貸付物件 
対象駐車場  建物付属駐車場 

駐車場収容台数  １００台（うち公用車用２台、障がい者用３台） 

貸付面積（参考）※１ ２４３０.４３㎡ ※２ 

※１：中央図書館整備時の計画面積をもとにしているため実測と異なる場合があり

ます。面積が異なっても貸付料は変更しません。 

※２：公用車用２台、障がい者用３台を含む駐車場全体の面積。貸付面積には、対象

駐車場内の車路・通路等、駐車区画の用途に供さない場所も含みます。それらを一括

して、管理運営を行っていただきます。 

なお、貸付地及び面積の一部には、万代島ルート線の代替地が含まれています。 

 

４ 貸付に関する主な条件  

本貸付契約は、地方自治法第２３８条の４第２項第４号の規定に基づく貸付（賃貸借 
契約）です。借地借家法の規定の適用はないものとします。 

（１）貸付期間 
貸付期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年とします。 

（２）貸付物件の用途 
貸付物件は、駐車場事業の用途に供さなければなりません。 
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（３）貸付料  
ア 貸付料は、応募者から提案された金額を基に定めます。 
貸付料は保証賃料以上とし、貸付期間中の売上金額に対しての貸付料を算定する割合

（以下「貸付料算定率」という。）を乗じた額とします。 
保証賃料は次に掲げる最低保証賃料を下限として、駐車場管理事業者が提示した額と

します。 
最低保証賃料：２，０６０，４００円（年額） 

   保証賃料は駐車場管理事業者が提示した額としますが、市が設定する最低保証賃料を

下回る場合は失格とします。 
なお、貸付料は消費税および地方消費税を含む額とし、１円未満に端数が生じた場合

は切り捨てとします。 

  イ 保証賃料は各年度あらかじめ納付するものとします。 

ウ 貸付料は各年度終了後、確定した貸付料から保証賃料を差し引き納付するものとし

ます。 

（４）その他の費用 
駐車場事業にかかる設計、整備、維持管理、修繕等の費用については、借受者の負担と

します。 

（５）使用上の制限等 
ア 貸付物件に建物を建築することはできません。 
イ 貸付物件に自動販売機等の設置はできません。 
ウ 貸付に基づく賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定することはできません。 
エ 貸付物件を第三者に転貸することはできません。 

（６）実地調査等 
市が貸付物件の利用状況等についての実地調査を実施するとき、又は関係資料の提出

を求めたときは、借受者は必ず市に協力しなければなりません。 

（７）貸付物件の引渡しと返還 
ア 貸付物件は貸付期間の初日に現況有姿の状態で引渡します。 
イ 貸付期間が満了したとき、又は貸付契約を解除された場合は、直ちに借受者の負担 

で貸付物件を原状に回復して返還しなければなりません。ただし、市が指示した場合は

この限りではありません。 
ウ 貸付物件の返還に伴って発生する費用及び立ち退き料等一切の請求を、市に対して

することができません。 
 

５ 駐車場の計画・整備、料金、運営、その他に関する主な条件 

借受者は、以下の条件を踏まえ、駐車場事業の提案を行ってください。 
  
◆ 計画・整備に関する条件 ◆ 
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（１）駐車台数、駐車区画、車路、障がい者スペース、公用車スペースの変更はできません。 
（２）駐車場の出入口には、必ず精算機とゲートを設置してください。 

また、駐車場出口は万代島ルート線代替地内に設けられており、今後の万代島ルート線の

事業進捗における造成工事等により出口位置が変更となる可能性があります。代替地整備

を行う場合は、出口変更について別途協議をおこないますが、借受者は代替地であることの

趣旨を踏まえ、整備スケジュールを最大限尊重し、誠意をもって対応してください。 
    なお、出口変更に伴う移転工事が必要になった場合、移転工事は借受者がおこない、これ

に伴う経費については貸付者の負担とします。スケジュールや負担方法等の詳細について

は、具体的な工事予定が明らかになり次第、別途協議します。 
（３）駐車場運営にかかる全ての機器（以下精算機等）の設置を条件とします。また、既存

機器の撤去も合わせて行うものとします。なお、精算機等の配置について、十分安全を

確保してください。 
（４）令和５年４月１日以降に既存機器の撤去及び精算機等の設置を行ってください。撤去

及び設置後から借受者の設定料金で営業開始予定です。なお、４月１日から精算機等の

設置完了までの間も駐車場は無料開放し使用可能としてください。 
（５）契約期間中に法令等の改正により、駐車区画及び車路等に変更が必要な場合は速やか 

に変更していただきます。 
（６）整備工事開始前に提案計画書に基づき、精算機等の設置場所等の詳細について市と設

計及び施工の協議を行ってください。工事を行う場合は、工事の内容、期間及び工事期

間中の駐車場運営について、市と協議し了解を得た上で、実施するものとします。 
（７）貸付物件内の案内看板、満空表示板等の設置について、設置場所、大きさ、料金・手

続き・開場時間等の内容を提案してください。 
なお、実施に際しての詳細は、市と協議し了解を得るものとします。 

 （８）貸付物件の範囲外で市が所管する敷地・建物等に案内看板、満空表示板、料金精算機

等を設置する場合には、市と協議の上、設置場所、大きさ及び内容を決定するものとし、

市は借受者が必要とする部分で、中央図書館敷地・建物等の使用を許可します。なお、

別途使用料が発生します。 
 
◆ 料金に関する条件 ◆  

（１）中央図書館駐車場の現在の料金は入庫から３０分無料（エンコーダー処理不要）、以

降３０分ごとに１００円課金となっています。現在の料金を踏まえて駐車料金を提案

してください。（入庫から３０分間の無料措置は継続してください。）駐車場の料金設

定に当たっては図書館利用者のサービス低下を招かないように配慮し、周辺の民間駐

車場の料金との均衡を十分に考慮してください。また、図書館利用者を阻害しないよう

に配慮してください。 
なお、設定料金については市と協議の上、最終的な決定をするものとし、図書館利用

者に将来的に支障が出る場合は料金を変更できるものとします。 
（２）施設管理委託業者・図書配送業者が対象駐車場を利用する場合には、無料とする減免

処理を講じてください。また、要項９（３）【※所要時間を全額免除するもの】が対象

駐車場を利用する場合には、入庫から出庫までの所要時間を全額無料とします。 
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（３）蔵書点検期間中の４日間程度駐車場の利用制限を行います。駐車場の利用制限を行

うものは、要項９（３）【※駐車場の利用制限を行うもの】のとおりです。 
（４）減免処理の方法は、借受者の提案を受け、最終的な決定を市が行います。 

減免処理の利用者への負担、職員への負担が最も少ないとされる方法で提案してくださ

い。また、エンコーダー処理による減免を提案する場合、設置台数等は提案に基づき協

議の上、決定とします。 
（５）全ての減免処理にかかる経費（インク等の消耗品類、サービス券、パスカード等）は

借受者の負担とします。 
（６）エンコーダー処理による減免処理を提案する場合は、認証の誤りが発生しても市に

よる修正が可能とするものとしてください。 
（７）精算機は、両替等の必要がない各種紙幣、硬貨対応の機種とし、釣銭切れ等が起こら

ないよう配慮してください。 
（８）精算機には、日本語のほか英語の説明書きを表示し、市に対し、有料駐車場の利用に

伴う操作マニュアルを作成してください。 
（９）料金等の条件を変更せざるを得ない事由が発生した場合は、提案に基づき協議の上、

最終的な決定をするものとします。 
（１０）現行のプリペイドカードについて、令和５年４月１日から令和６年３月３１日の

間は使用可能としてください。現行のプリペイドカードで精算した分の金額は貸付金

額から差し引いてください。 
 

◆ 運営に関する条件 ◆ 

（１）借受者は、対象駐車場内の安全を十分確保し、安全対策の内容を提案してください。 
（２）精算機には、電話もしくはインターフォンを取り付け、事故、故障、その他料金精算

にかかるトラブル等が発生した場合、借受者と駐車場利用者が直接連絡できるものと

してください。 
（３）上記の場合、借受者は迅速・誠実に対処するものとし、３０分以内に直接対応できる

体制を整えてください。なお、事故等については直ちに市に報告するものとします。 
（４）苦情等に関しては、借受者で対応してください。また、借受者は苦情対応に関する提

案をしてください。借受者は契約締結後に、改めて安全対策、苦情対応・緊急連絡体制

等について書面で市に提出し、了解を得てください。 
（５）対象駐車場の精算機等の保守、場内の清掃、降雪時の対応等に関する維持管理につい

て提案してください。なお、契約締結後改めて、維持管理についての計画書を市に提出

してください。 
（６）精算機等の光熱水費に関する費用を含む、駐車場事業に係る経費一切は借受者が負

担するものとします。なお、構造的に直接負担することができない場合には、市と協議

の上、請求に基づき実費相当分を負担するものとします。 
（７）照明、防犯カメラ等の設置をする場合においては、市と協議し、了解を得るものとし

ます。防犯カメラの映像の取扱いについて、個人情報保護に十分配慮してください。 
（８）市の施設の法定点検等により停電となる場合には、借受者に事前に通知するものと

し、借受者は、駐車場の運営について市と協議するものとします。 
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（９）災害等により、緊急対策として市が必要と認めるときは、駐車場の利用を制限するこ

とができるものとします。この場合、借受者は市に協力するものとします。 
（１０）長期間の駐車は原則認めませんので、長期放置車両に対する対策の内容を提案し

てください。また、市から要請があった場合には、撤去の手続をとるものとします。 
なお、契約締結後に改めて対策を書面で市に提出するものとします。 

 
◆ その他の条件 ◆ 

（１）対象駐車場の利用状況、収支等運営状況の月報（月末締め）を、翌月１５日までに市

に提出してください。 
また、事故や利用者からの苦情等があった場合は速やかに報告してください。 

（２）市は駐車場の運営状況を随時調査でき、また、借受者はこれに協力しなければならな

いものとします。 
（３）貸付物件に関する近隣及び駐車場利用者等への対応は、借受者が一切の責任で行う

ものとします。 
（４）貸付物件内での事故はすべて借受者と当事者での協議とします。対応可能な各種保

険へ加入してください。 
（５）公募要項に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、新潟市公有財産規則、

新潟市契約規則、その他関係法令等の定めるところによります。 
（６）駐車場事業に際し、運営方法や減免処理方法について周知していただきます。周知

にかかる一切の費用は借受者負担になります。 
（７）契約更新はありません。契約期間が満了した際は、公募により借受者を選定します。 
  公募の際に、過去の駐車場売上等、公募に必要な情報を公表する場合があります。 
 

６  応募者の資格要件（個人での応募は不可） 

（１） 応募資格 

①  公募要項に定める条件及び法令等を遵守し、「借受者自らが貸付物件を自動車の時 

間貸駐車場施設として、貸付期間中継続して営業・運営する事業」（以下「駐車場事業」

という。）を行う資力、能力等を有する法人であること。 

②  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない  

者であること。  

③  破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づき更生手続き開始の申立てをし、 

または申立てがなされている者でないこと。 

④  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５ 

号）等に基づく更生又は更生手続きを行っている法人でないこと。 

⑤  公租公課を滞納していないこと。 

⑥  新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置等を受け 

ていないこと。 

⑦  新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）に規定する暴力団、暴力 
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団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

⑧ 正当な理由がなく新潟市公有財産事務取扱要領による契約を締結せず、又は履行し 

なかった者で、参加表明への応募受付最終日（令和５年２月１３日（月）現在におい

て当該事実があった後２年を経過していない者でないこと。 

⑨  過去３年間において、官公庁もしくは同等の民間施設における駐車場運営等の実績  
を有していること。 

（２） 応募に当たっての留意事項 

①  応募のために要する一切の費用は、応募者の負担とします。 
②  代理人がこの募集に応募して手続きを行う場合は、委任状【様式７】が必要です。 
③  提出書類の作成に当たっては、言語は日本語、数字はアラビア数字、通貨は日本国 

通貨、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位を使用してください。 
④  提出書類は一切返却しないものとし、審査以外の目的に使用しません。 
⑤  提出された書類の追加、差し替え、訂正等はできません。 
⑥  提出された書類に係る著作権は作成者に帰属しますが、新潟市情報公開条例（昭和 
６１年新潟市条例第４３号）に基づく情報公開や選定結果の公表等のため、提出書類 
を公表する場合があります。このとき、市は著作権者の同意を得ずに無償で使用でき

るものとします。 

（３）応募の辞退 

書類の提出後、募集手続きの途中で辞退する場合は、あらかじめ来庁日時（新潟市

立中央図書館の休館日を除く午前９時から午後５時まで）を電話で連絡のうえ、辞退

届（任意様式、押印のあるもの１部）を応募先へ提出してください。 

（４） 応募の無効 

次のいずれかに該当する場合は、これを無効とし、失格とします。 

① 応募に必要な資格が無い者がした応募及び応募者の委任を受けていない者がした

応募 

② 同一応募者が２つ以上の応募をしたときは、その全部の応募 

③ 応募者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって不正な行為が確認

された場合は、その全部の応募 

④ 提出書類の押印を必要とする場所に押印のない応募 

⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合の応募 

⑥ 貸付料提案価格の金額欄を訂正した書類による応募 

⑦ 強迫による応募 

⑧ その他応募に関する条件に違反した応募 

 

７  参加表明書類の提出 

（１）  提出書類 
本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり参加表明書を提出してください。Ａ４
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版の大きさで提出数は各１部ずつとします。 

・参加表明書【様式１】 

・暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書【様式６】 

・新潟市の入札参加資格者名簿に登載されていないものは、以下の書類も提出するこ

と 

 ①法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書。参加表明書類の受付開始日以降に発

行されたもの） 
    ②直近期２年分の納税証明書「その１（法人税）及び法人市民税（新潟市に納税義

務のある者に限る）の納税証明書 
    
（２） 受付期間 

令和５年１月２７日（金）から令和５年２月１３日（月）まで 

（休館日を除く、午前９時から午後５時まで） 

 

（３） 提出方法 
   持参または郵送 

持参の場合は、あらかじめ来庁日時を電話で連絡のうえお越しください。 

郵送の場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年２月１３日（月）までの必着とし

ます。なお、事前に郵送提出の旨を電話で連絡してください。 

 

８ 質疑応答 

（１） 受付方法 

参加表明書類を提出した方で公募要項の記載事項に関して質問がある方は、次の受

付期間内に「質問書【様式２】」を提出してください。 

（２） 受付期間 
令和５年２月１３日（月）午後５時必着 （参加表明書提出と同じ期限） 

電子メールで応募先まで送付してください。件名は「質問書【様式２】の送付につい

て」としてください。 

（３） 回答方法 
回答は令和５年２月１６日（木）までに中央図書館ホームページに公表します。全

ての質問及び回答について、令和５年２月２０日（月）まで、新潟市ホームページに

掲載及び受付等窓口で閲覧に供します。また、アイデア保護等の観点から公表に支障

となり得る内容の質問はご遠慮ください。 

 

 

９ 企画提案書類の提出 

参加表明した者（以下「提案者」という。）を対象に行うものとし、事業計画と貸付料提
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案価格の両面から、総合的に審査することで優れた提案を選定する公募型プロポーザル方

式を採用するものとします。 

（１）  必要書類 
ア  提案者は、審査に当たり、次の書類を提出してください。なお、各様式の記載方法

等については、各様式の備考欄等を参照してください。 
イ  書類提出後は資料の追加、差し替え、訂正等はできません。 
ウ  提出部数は、それぞれにつき原本１部、写しを６部提出してください。①レイアウ

ト図を除き、Ａ４で作成してください。 
   事業計画書中には、事業者名およびそれを特定できる表記は避けてください。 
 

書類名及び内容 作成にあたっての留意点 審査で重視する点 

１ 企画提案書 
   【様式３】 

－ － 

２ 事業計画書【任意様式】 

 ①レイアウト 
 図 

○レイアウト A3 縮尺・方位を記 
 入 

○利用者の利便性 
 

②運営組織・人

員体制 
○工事、運営（維持管理、トラブル

対応等）担当、人員体制の記載 
○運営の確実性 
○利用者の利便性 

③駐車設備等

の仕様 
○精算機、看板等駐車設備の主要寸

法、特徴を記載 
○利便性、視認性の高さ 
 

④利用料金及

び減免処理

の方法 

○利用料金を記載 
○減免処理の方法 
○減免処理機の規格、性能、設置台 
 数 

○利用者の利便性 
○利用者・職員への負担の有

無 

⑤駐車場の利

用制限の方

法 

○12 ページの９（３）事業計画提案

上の留意事項を踏まえた提案 
 

○具体的な対応方法 
○利用者の駐車スペースの 

確保 
⑥維持管理の

内容 
○設備の点検方法 
○清掃の内容等 

○維持管理の確実性 

 ⑦安全対策・防

犯対策 
○駐車場内外における安全措置等 
○降雪時の対応 
○防犯カメラを設置の場合、規格、 

特徴を記載 
○レイアウト図に設置位置を表記 
○その他対策を記載 

○安全性の高さ 
（駐車場利用者、通行人への

配慮、バリアフリー等） 
○降雪時の駐車区画・車路の

確保 
○防犯性の高さ 
（侵入者・不法投棄等対策、

不正使用防止） 
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○カメラを設置の場合、個人

情報保護の方法 
⑧トラブル対 
 策 

○減免処理漏れにより出庫した方

への対応 
○駐車券の詰まり、釣り銭切れ、開

閉バーの故障、バイクの侵入、放

置車両などの対応 
○その他想定されるトラブルの事

例とその対応策を記載（緊急時対

応の担当の待機場所・体制を記

載） 
○現場で対応または解決が不可と

なった場合の事後対応策（体制・

方策など） 

○駐車場利用者からの連絡方

法 
○具体的な対応方法・体制及

び対応までの所要時間 

⑨その他 ○運営開始時の対応内容 
○設置・撤去工事の工程と各工事内

容 
○利用者への周知方法 

（期間・方法・チラシ配布枚数等） 
○利用者及び近隣への配慮 
○その他独自の優位性、特徴、アピ

ールすべき点等 

○施設の事業運営に支障が出

ない方策 
○無理のない設計・工事内容 
○工事中の対応 
○運営開始後の対応 
 

３ 収支計画 
  【様式５】 

○５年間の収支計画を記載 
○収支計画に基づく予定貸付料、保

証賃料、貸付料算定割合の提案 

○収支計画の確実性、信頼性 
○賃料の確保 

４ 事業者の概要

等 
法人の概要が分かるパンフレット

等の任意の様式 
○貸付先として相応しいか 

５ 決算書類 直近期３期分の貸借対照表、損益

計算書、キャッシュ・フロー計算

書（いずれも任意様式） 
○収益性・安定性 

６ 駐車場事業実

績一覧表【様式４】 
過去３年以内においての官公庁も

しくは今回の提案に類似する規模

の民間施設との契約実績を記載。

（６件程度） 
その他応募者の PR となるもの

（任意様式） 

○事業実績 
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（２）  受付期間  

令和５年１月２７日（金）から令和５年２月２０日（月）まで 

（休館日を除く、午前９時から午後５時まで） 

 

（３）  提出方法 
   持参または郵送 

持参の場合は、あらかじめ来庁日時を電話で連絡のうえお越しください。 

郵送の場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年２月２０日（月）までの必着とし

ます。なお、事前に郵送提出の旨を電話で連絡してください。 

 

（４）  事業計画提案上の留意事項 
  ア 安定した事業運営のための手法について具体的に提案すること 
  イ 所要時間を全額無料とするもの、また駐車場の利用制限を行うものは、次のと 

おりです。 
 

【所要時間を全額免除とするもの】 

①市の事務又は事業の遂行上必要な者 

②使用者の責めに帰さない理由により 30 分以上経過した者 
③その他市長が①②に準ずるものとして必要と認めた者 
④蔵書点検期間中の利用制限にかかる者 

 

【駐車場の利用制限を行うもの】 

蔵書点検期間中の４日間程度、終日駐車場の利用制限を行います。 

 

１０ 借受予定者の選定等 

（１） 借受予定者の選定方法 
   選定委員会を設置し、事業者の選定を行います。選定委員会において、提出書類を基

として、令和５年２月下旬に応募者から選定委員へのプレゼンテーションと質疑応答を

行います。詳細については後日送付する通知書に記載します。市において企画内容や実

施能力等を審査により総合的に判断の上、借受予定者及び次点者を決定します。（評価内

容により次点者を定めないことがあります。） 

（２） 審査項目 
    事業主体の適格性、事業計画の妥当性、借受条件などについて審査します。 
 

項  目 審査内容 
関連する 

提出書類 
審査のポイント 
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（３） 失格要件 
次の失格要件に該当すると認められる場合は、審査の上、失格とします。 

ア 提出書類の内容に、この公募要項の示す要件を満たしていない場合 
イ 提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合 
 

（４） その他 
・企画提案書類について、市から問い合わせする場合があります。その場合は、速やかに

書面で回答してください。 

１ 
事業主体

の適格性 

⑴  
事業実績   

事 業 概

要、実績

一覧表 

①貸付先として相応しい事業者か 
②官公庁における事業実績ならびに民間

における類似の事業実績 

⑵  
経営状況   

事 業 概

要、財務

諸表 

直近期３期分決算からの収益性・安定性を

評価 

２ 

事 業計 画

の妥当性 
 
（駐車場 
活用の 
運 営方 針

及び 
運営計画） 

⑴ 
公募要項 
との整合性 

企画提案 

書類全体 

事業計画内容が公募要項に定める条件に

適合しているか 
優れた独自の提案内容の有無 

⑵ 
運営方法 

事業計画

書 

（項目①

～⑨） 

①利用者の利便性の向上 
・駐車場への誘導方法 
・施設の事業運営、施設管理上の支障の有 
 無 
②運営、維持管理の確実性・利便性 
③駐車設備と設置機器の利用のしやすさ 
④料金設定における来館者の利便性 
⑤駐車場利用制限時の対応方法 
⑥設備保守点検、場内清掃等維持管理方法 
⑦駐車場の安全・防犯対策、除雪対応 
⑧トラブル時の対応 
・放置車両、駐車券の詰まり、釣り銭切れ、

開閉バーの故障などの対応、駐車券を無

くした人への対応等 
⑨図書館利用者増加に向けた独自提案等 

⑶ 
収支の確実

性 

【様式５】 

収支計画

書 

 
事業の収支計画の妥当性、信頼性 
 

３ 借受条件 
⑴ 
貸付料 

【様式５】 

収支計画

書 

 
歳入面での収益性 
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・選定結果は、プレゼンテーション実施者全員に通知するほか、新潟市ホームページに掲

載します。なお、選定に関する評価内容は公表せず、内容等の問い合わせには一切応じ

ません。 
 

１１ 契約に関する事項  

 

市と借受予定者は令和５年３月上旬に契約を締結予定です。契約条項は「市有財産賃

貸借貸付契約書（案）」および「貸付条件」によります。なお、「貸付条件」については、

公募要項「４ 貸付に関する主な条件」および「５ 駐車場の計画、整備、料金、運営、そ

の他に関する条件」を基に、借受予定者の企画提案書類の内容を反映させたあとで、作成

するものとします。また、本件契約に貼付する収入印紙及び本件契約締結に際して必要

な費用は、借受予定者の負担となります。 
 

１２ その他 

 

   次の場合には、借受予定者としての決定を取消します。 
（１）借受予定者の決定から契約締結までの間に、借受予定者について資金事情の変化等

により有料時間貸駐車場等の整備・運営の履行が確実でないと市が判断した場合。 
（２）著しく社会的信用を損なう等により、借受予定者として相応しくないと市が判断し

た場合。 
（３）借受予定者が「６ 応募者の資格要件」に適合しなくなった場合。 
（４）借受予定者が本件契約を締結しない場合。 
 

１３ 応募先 

担当（連絡・提出・問い合わせ先） 
新潟市立中央図書館 管理グループ  

〒９５０－００８４ 新潟市中央区明石２丁目１番１０号 

電 話 ： ０２５－２４６－７７００ 

  ＦＡＸ ： ０２５－２４６－７７２２ 

電子メール： chuo.cl@city.niigata.lg.jp 
      ホームページアドレス：https://www.niigatacitylib.jp 

 

https://www.niigatacitylib.jp
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市有財産賃貸借契約書（案） 
 
 貸付人 新潟市（以下「甲」という。）と借受人○○○（以下「乙」という。）とは，次の

条項により市有財産について賃貸借契約を締結する。 
なお，本契約は建物の所有を目的とするものではなく，借地借家法（平成３年法律第９０

号）の適用はないものとする。 
 
（信義誠実等の義務） 
第１条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 
２ 乙は貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，適切に使用するように留意しなけ

ればならない。 
 
（貸付物件） 
第２条 貸付物件は，次のとおりとする。 

貸付物件 所 在 地 駐車台数 

 新潟市立中央図書

館駐車場 
新潟市中央区明石２丁目１番１０号 １００台分※ 

    ※公用車用２台，障がい者用３台を含む駐車場全体 
     なお、貸付地及び面積の一部には、万代島ルート線の代替地が含まれています 
 
（使用目的） 
第３条 乙は，貸付物件を時間貸駐車場施設として，貸付期間中継続して営業・運営する事

業（以下「駐車場事業」という。）の用途に供さなければならない。 
２ 乙は，別記の「貸付条件」に従い，貸付物件を指定用途に使用しなければならない。 
 
（費用負担） 
第４条 乙は，貸付物件を指定用途に使用するための設計，整備，運営，維持管理及び   

修繕にかかる費用を負担しなければならない。 
 
（貸付期間）   
第５条 貸付期間は，令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までとする。 
 
（契約更新等） 
第６条 貸付期間満了をもって本契約は終了し，契約更新は行なわないものとする。 
 
（貸付料） 
第７条 各年度ごとの貸付料は○○○○○○○円（以下「保証賃料」という。）以上とし，

貸付期間中の売上金額に対して○○％（以下「貸付料算定率」という。）を乗じた額とす

る。なお，貸付料は消費税および地方消費税を含む額とし，１円未満に端数が生じた場合
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は切り捨てとする。また，一年に満たない場合の保証賃料は，日割計算によるものとする。 

２ 貸付料は各年度終了後，確定した貸付料から保証賃料を差し引き納入するものとする。 

３ 乙は保証賃料と貸付料を表に定める納入期限までに，甲が発行する納入通知書により

納入しなければならない。 
４ 表に定める納入期限が金融機関の休日に当たるときは，次の営業日とする。 

貸付期間 貸付料のうちの保証賃料分 
保証賃料 

納入期限 

貸付料（保証

賃料除く） 

納入期限 

令和５年度 

(R5.4.1～ 

R6.3.31) 

   円 
令和５年 

４月３０日 

令和６年 

４月３０日 

令和６年度 

(R6.4.1～ 

R7.3.31) 

             円 
令和６年 

４月３０日 

令和７年 

４月３０日 

令和７年度 

(R7.4.1～ 

R8.3.31) 

 円 
令和７年 

４月３０日 

令和８年 

４月３０日 

令和８年度 

(R8.4.1～ 

R9.3.31) 

             円 
令和８年 

４月３０日 

令和９年 

４月３０日 

令和９年度 

(R9.4.1～ 

R10.3.31) 

             円 
令和９年 

４月３０日 

令和１０年 

４月３０日 

合  計    円 
 

 

 

 

 
（光熱水費等の負担） 
第８条 使用財産に附帯する設備の使用に係る光熱水費等の実費について，甲の請求があ

る場合は，甲の定める方法により当該実費を支払わなければならない。 
 
（遅延損害金） 
第９条 乙は，第７条による貸付料，第８条による光熱水費及び第１７条による違約金を甲

が定める納入期限までに納入しない場合には，納入期限の翌日から納入した日までの期

間について，新潟市公有財産規則（昭和５９年規則第１９号）で定める割合により算定し

た遅延損害金を甲に支払わなければならない。 
 
（契約保証金） 
第１０条 乙は，新潟市契約規則第３３条により定められた額を支払わなければならない。 
 ただし，新潟市契約規則第３４条の各号のいずれかに該当する場合は免除とする。 
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（権利譲渡等の禁止） 
第１１条 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し又は乙が建設した建物その

他の工作物に賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。 
２ 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。 
 
（契約不適合の際の責任） 
第１２条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，貸付物件が種類，品

質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求，貸付

料の減免及び損害賠償の請求並びに契約の解除をすることができない。 
 
（使用上の制限） 
第１３条 乙は，貸付物件について，第３条に規定する使用目的以外の用途に供してはな

らない。また，利用計画及び事業計画の変更若しくは貸付物件の改修等により現状を変更

（貸付物件の修繕及びその他軽微な変更を除く。）しようとする場合には，事前に変更す

る理由および内容等を書面によって甲に申し出し，その承認を受けなければならない。 
２ 前項に基づく甲の承認は，書面によるものとする。 
 
（物件保全義務） 
第１４条 乙は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全につとめなけれ

ばならない。 
２ 乙は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合には，

その賠償の責を負うものとし，甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には，乙に求償

することができるものとする。 
 
（実地調査等） 
第１５条 甲は，次の各号の一に該当する事由が生じたとき又は甲が必要と定めるときは，

乙に対し実地調査し又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この

場合において，乙は調査等を拒み，妨げ又は怠ってはならない。 
⑴ 第７条に定める貸付料の納入がないとき 
⑵ 第１３条に定める甲の承認を受けなかったとき 
⑶ 本契約に定める義務に違反したとき 

 
（貸付物件の引渡し） 
第１６条 甲は，第５条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。 
 
（違約金） 
第１７条 乙は，第５条に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由が生じたときは，  

それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。 
⑴ 第３条「使用目的」，第１１条「権利譲渡等の禁止」又は第１８条の２「暴力団排除

措置による契約解除」に定める義務に違反した場合は， 
金            円  （年間予定貸付料の３倍に相当する額） 
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⑵ 第１３条「使用上の制限」又は第１５条「実地調査等」に定める義務に違反した場合

は， 
金            円  （年間予定貸付料に相当する額） 

２ 前項に定める違約金は，第２２条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

い。 
 
（契約解除） 
第１８条 甲は，次の各号の一に該当する場合は，本契約を解除することができる。 
⑴ 甲又は他の公共団体において，貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とす

る場合 
⑵ 乙が本契約に定める条項に違反した場合 

 
（暴力団排除措置による契約解除） 
第１８条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，催告を要することなく契

約を解除することができる。この場合において，解除により乙に損害があっても，甲はそ

の損害の賠償の責任を負わないものとする。 
（１）暴力団又は暴力団員（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２

条第２号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員をいう。（以下「暴力団

員等」という以下この項において同じ。））であると認められる場合 
（２）役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はそ

の支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい，法人以

外の団体である場合は代表者，理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下

この項において同じ。） が暴力団員等であると認められる場合 
（３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合 
（４）役員等が自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的

又は第三者に損害を加える目的をもつて暴力団員等を利用したと認められる場合 
（５）役員等が，暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 
（６）役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合 
 
（貸付物件の返還） 
第１９条 乙は，第５条に定める貸付期間が満了したとき又は前２条の規定により本契約

が解除されたときは，自己の負担において貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日

までに返還しなければならない。ただし，甲が必要ないと認めた場合にはこの限りでない。 
２ 乙が，前項に定める措置を履行しない場合において，甲がこれを執行したときは，それ

に要した経費は，すべて乙が支弁するものとする。 
 
（貸付料の精算） 
第２０条 乙は，本契約が解除され，貸付料に未納がある場合は，甲が発行する納入通知書

により甲が定める納入期限までに貸付料を納入しなければならない。 
２ 前項の貸付料未納分の納入については，契約保証金を充当することができるものとし，
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契約保証金により充当した額が，貸付料の未納分に満たない場合，差引きした額を甲が 
 発行する納入通知書により甲が定める納入期限までに納入するものとする。 
 
（有益費等の請求権の放棄） 
第２１条 乙は第５条に定める貸付期間が満了したとき又は第１８条若しくは第１８条の

２の規定により契約が解除された場合において，貸付物件を返還しようとするときは，乙

が支出した必要経費及び有益費等については，甲に対してその償還の請求をすることが

できない。 
 
（損害賠償） 
第２２条 乙が，本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは，その損害

を賠償しなければならない。 
２ 乙は，その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し，又はき損した 

場合は，その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし，

当該物件を原状に回復した場合はこの限りではない。 
 
（連帯保証契約） 
①連帯保証人が個人の場合 
第２３条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を極度額 万円の範

囲内で連帯して保証する。 
②連帯保証人が法人の場合 
第２３条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を連帯して保証する。 
 
（契約の費用） 
第２４条 本契約の締結に要する費用は，乙の負担とする。 
 
（特約又は特例等の措置） 
第２５条 本契約についての特約又は特例その他必要な事項については，別記により定め

る。 
 
（疑義等の決定） 
第２６条 本契約条項の解釈について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項につ

いて問題が生じたときは，新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）によるほか，

甲乙協議のうえ解決するものとする。 
 
（裁判管轄） 
第２７条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。 
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本契約締結を証するため本契約書３通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自その１通を保

有する。 
 
 
 
 
令和  年  月  日 
 

 
貸付人  （甲） 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

 
新 潟 市 

 
新潟市長  中 原  八 一 

 
 
 

借受人  （乙）  
 

 
 
 
 
 
 

連帯保証人（丙）   
 

 
 



  

別記 
新潟市立中央図書館（ほんぽーと）付属駐車場貸付条件 （案） 

 
１．駐車場貸付事業の主な内容 
 ⑴ 駐車場の適正な運営 
 ⑵ 駐車場設備の保守点検，場内清掃等の維持管理 
 ⑶ 駐車場内の安全対策（事故防止のための安全対策，事故，非常時の対応等） 
 ⑷ 駐車場内の防犯対策（不正使用，侵入者，放置車両，不法投棄対策等） 
 ⑸ 駐車場利用者への対応（機器トラブル・料金トラブル等） 
 ⑹ 市への業務報告，実地調査等への対応 
 
２．貸付条件 
 ⑴ 使用上の制限等 
  ア 貸付物件に建物を建築することは不可とする。 
  イ 貸付物件に自動販売機等を設置することは不可とする。 
  ウ 貸付物件は２４時間の入出庫を可能とする。 
 ⑵ 貸付物件の引渡しと返還 

    ア 貸付物件は貸付期間の初日に現況有姿の状態で引渡すものとする。 
     イ 貸付期間が満了したとき，又は貸付契約を解除されたときに，貸付物件の返還に

伴って発生する費用及び立ち退き料等一切の請求を市に対してすることはできない

ものとする。 
   

３．整備方針 
 ⑴ 法令遵守 
    乙は，貸付物件を運営するにあたり，関係法令を遵守するものとし，運営開始前ま

でに関係する手続を終了しなければならない。また，貸付期間中に関係法令の改正が

あったときも同様とする。 
 ⑵ 工事期間 
  ア 設置工事及び契約期間満了時の現状回復に要する期間も，貸付期間に含むものとす

る。 
  イ 乙は，工事開始前までに工事内容及び期間について，甲の了解を得るものとする。 
４．駐車場利用料金（以下「駐車料金」という。） 

  ⑴ 施設に用務のある者（以下「施設利用者」という。）が対象駐車場を利用する場合に

は，入庫から３０分間の無料措置を講じること。 
  ⑵ 甲が別途指定する者が対象駐車場を利用する場合には，入庫から出庫までの全時間

につき無料措置を講じること。 
  ⑶ 乙は，設定した駐車料金を変更する場合は，施設利用者の駐車場利用を妨げない範

囲の変更を前提とし，事前に甲に協議すること。このとき甲は異議を申し立てること

ができ，その場合は甲乙協議のうえ，決定すること。 
 



  

 ５．割引処理等 
  ⑴ 乙は，割引処理をするため甲に次の機器を貸与する（インク等の消耗品も含む）。 
    機器名      台数  台 
   貸与する台数については，必要に応じて協議のうえ，増減することができるものとす

る。 
    また，甲は貸与された機器を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならな

い。 
    なお，甲の責に帰す故障等が発生した場合は，甲乙協議のうえ，対応すること。 
  ⑵ 乙は，甲が別途認めた者に対して，無料パスカードを貸与する。甲は別途認めた者

と貸与するパスカード番号を記載した名簿を作成して管理するものとする。無料パス

カードについては，原則，満空情報管理の対象としない設定とし，対応が可能なゲー

ト等機器類を設置すること。 
    甲は，貸与した者に変更があった場合は，随時名簿を更新し，乙に報告すること。 
  ⑶ 甲は，乙から貸与された無料パスカードを善良なる管理者の注意をもって使用させ

なければならず，利用不能や紛失等が生じた場合は，速やかにその旨報告しなければ

ならない。 
    なお，甲の責に帰す事由により故障等が発生した場合は，甲乙協議のうえ，対応す

ること。 
  
 ６．運営に関する事項 
   ⑴ 乙は，別途定める機材搬入車両，工事用車両および公用車等の市が認める車両が

対象駐車場の運営に支障のない範囲で車路部分等に駐停車し，業務等を行うことを

認めるものとし，甲は，該当車両が駐車場利用者の妨げにならないよう協力するこ

と。 
   ⑵ 甲は，イベント等により対象駐車場を閉鎖する等の駐車制限措置をとることがで

きるものとする。乙はこの場合，甲に協力すること。イベント等により駐車制限措

置をとる場合は，原則イベント等を実施する日の１ヶ月前までに甲は乙に届け出る

こととし，残存車両の取扱およびそれに掛かる経費および手続等については，甲，

乙，イベント主催者の三者で協議のうえ，対応を決定すること。 
  ⑶ 乙は，苦情等に関して，迅速・誠実に対処するものとし，３０分以内に直接対応で

きる体制を整え，その連絡体制の一覧を市に提出することとする。また，担当者が変

更となった場合も随時提出すること。 
  ⑷ 乙は，対象駐車場内での事件，事故等について迅速・誠実に対応し，直ちに甲に報

告すること。なお，乙は対応可能な各種保険へ加入するものとする。 
  ⑸ 乙は，対象駐車場の設備等の保守，場内の清掃等に関する維持管理についての計画

書を甲に提出すること。 
  ⑹ 乙は，機器等の光熱水費に関する費用を含む，対象駐車場運営に係る経費一切を原

則負担すること。なお，構造的に直接負担することができない場合には，甲乙協議の

うえ，請求に基づき実費相当分を負担すること。 
  ⑺ 乙は，照明，防犯カメラ等の設置をする場合においては，甲と協議し，了解を得る



  

こと。 
なお，防犯カメラの映像の取扱いについて，個人情報保護に十分配慮すること。 

  ⑻ 災害等により，緊急対策として甲が必要と認めるときは，対象駐車場を閉鎖する等

の駐車制限措置をとることができるものとする。乙はこの場合，甲に協力すること。 
  ⑼ 乙は，長期駐車車両や機器故障等の想定し得るトラブルへの対策を書面により甲に

提出すること。また，甲から要請があった場合には，速やかにトラブルを解消するた

めの措置を講じること。 
  
 ７．その他 
  ⑴ 乙は，対象駐車場の利用状況，収支等運営状況の月次報告書（月末締め）を，翌月

１０日までに甲に提出すること。その場合，報告書には売上記録を添えて，収入に相

違がないことを証明すること。 
  ⑵ 甲は，パスカードの利用状況やインターネットを利用した満空情報システムの利用

状況等，駐車場の運営状況の随時調査を行うことができ，乙はそれについて協力する

こと。 
  ⑶ 甲は，自家用電気工作物の法定点検のほか，やむを得ず停電予定がある場合には事

前に乙に通知し，乙はこれに協力しなければならない。 
 ⑷ 対象駐車場内に地下埋設物が存在する場合，地下埋設物に関する許可権限は甲に帰属

するものとする。なお，地下埋設物の管理者が管理上の作業をする場合，甲は，乙に対

して事前に連絡し，工程等を協議のうえ，了解を得ること。 
 ⑸ 対象駐車場内に甲が行政目的のため工作物等を設置しなければならない場合，甲は，

乙に対して事前に連絡し，了解を得ること。 
 ⑹ この貸付条件に記載がない事項についても，プロポーザルの際に提出した審査書類の

内容を厳守し，適正かつ利便性の高い駐車場の管理運営に努めること。 
 
８．書面提出を必要とする書類 
 ⑴ 対象駐車場の利用状況，収支等運営状況の月次報告書（月末締め） 
 ⑵ 安全対策，苦情対応・緊急連絡体制等 
 ⑶ 設備等の保守，場内の清掃等に関する維持管理についての計画書 
 ⑷ 想定し得るトラブルに対する対策 


